
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性汚泥を有する廃水処理槽内に濾過膜モジュールを配設し、濾過膜モジュールの下方
に散気管を設け、廃水処理槽底部に廃泥堆積部を設けるとともに、散気管と廃泥堆積部と
の に多数の間隙を平行に設けてなる邪魔板を設置したことを特徴とする廃
水処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、都市廃水や工業廃水等の処理に用いる廃水処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
都市廃水や工業廃水等の廃水は、公害発生の原因ともなっており、地球環境保全の意味か
らしても、地球環境の悪化を招かない無害の処理水として河川や海へ変換することが必要
となってきている。従来、都市廃水や工業廃水等の廃水処理法としては、活性汚泥を用い
る生物処理法が広く用いられているが、廃泥と水を分離するために広い廃泥沈澱槽を必要
とし、その処理施設の建設を困難にしている。
【０００３】
このような不都合を解消するため、廃水を活性汚泥にて処理する曝気槽内に濾過膜モジュ
ールを設け、廃水の活性汚泥による処理水より水を膜モジュールにて濾過分離する方法が
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間に、鉛直方向



開発され、廃水処理装置の小型化を可能としている。かかる濾過膜モジュールを用いた廃
水処理装置の一例を図２に示す。図２中、２１は廃水導入管、２２は廃水処理槽、２３は
濾過膜モジュール、２４は散気管、２５は廃泥堆積部、２７は傾斜型邪魔板を表す。この
廃水処理装置によれば、散気管２４のエアスクラビングによる処理水の対流が起こるが、
複数の傾斜型邪魔板２７により処理槽中の廃泥堆積部２５への拡散が阻止され、処理槽中
への廃泥の舞い上がりによる処理水の濾過効率の低下を防ぐことができる。
【０００４】
しかしながら、この廃水処理装置においては、処理槽底部に堆積した廃泥の舞い上がり現
象を低減することはできるが、邪魔板２７が平板状物で構成されるため、邪魔板２７の面
上に徐々に廃泥が溜まり、その除去を行うには処理槽の処理水を抜き出し、濾過膜モジュ
ールを取り出して掃除をしなければならず、掃除に大きな労力を要し、また廃泥が溜まる
毎に除去を行う必要があることから処理装置の連続運転ができないという難点がある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、廃泥の舞い上がりを防止し、長期にわたって活性汚泥による処理装置の
連続運転を可能とした濾過膜モジュール使用の廃水処理装置を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明の要旨は、活性汚泥を有する廃水処理槽内に濾過膜モジュールを配設し、濾過膜
モジュールの下方に散気管を設け、廃水処理槽底部に廃泥堆積部を設けるとともに、散気
管と廃泥堆積部との間に、鉛直方向 多数の間隙を を こ
とを特徴とする廃水処理装置にある。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の構成を図面に基づいて説明する。
図１は、本発明の廃水処理装置の一例の概略を示す断面図である。図１中、１１は廃水導
入管、１２は廃水処理槽、１３は濾過膜モジュール、１４は散気管、１５は廃泥堆積部、
１６は鉛直方向の多数の間隙を有する邪魔板を表す。
【０００８】
図１において、廃水処理装置は、活性汚泥を入れた廃水処理槽１２の内部に濾過膜モジュ
ール１３を配設し、濾過膜モジュール１３の下方に、汚濁成分による濾過膜の汚染を防止
するための散気管１４を設け、廃水処理槽１２の底部に廃泥堆積部１５を設けるとともに
、散気管１４と廃泥堆積部１５との間には、鉛直方向の多数の間隙を有する邪魔板１６を
設けることにより構成される。
【０００９】
濾過膜モジュールを構成する膜は、平膜、チューブラー膜、中空糸膜のいずれであっても
よく、また、膜を構成する素材として、ポリエチレン、ポリプロピレン、アクリロニトリ
ル系重合体、ポリスルホン、フッ素系重合体等が挙げられ、膜としては、限外濾過膜や精
密濾過膜が好ましく用いられる。これらの膜は、その端部に膜にて濾過分離された濾過水
の集水部を設けてモジュール化されており、濾過膜モジュール１３による濾過水は、減圧
ポンプ１８により排出される。排出される濾過水は、活性汚泥により処理されており、河
川、海等に直接放流しても環境汚染を生ずることはない。
【００１０】
本発明の廃水処理装置は、ポンプ１９より送気して散気管１４よりエアをバブリングし、
廃水処理槽１２内の処理すべき廃水に対流を起こさせ、活性汚泥による廃水の分解処理を
促進するとともに、気泡を膜面に当てエアスクラビング効果により膜面洗浄が行われる。
廃水処理槽１２中での廃水処理の進行に伴って廃泥が生じ、この廃泥は、重力沈降により
廃水処理槽１２の底部の廃泥堆積部１５へ堆積し、堆積した廃泥は、廃泥取り出し口より
取り出される。
【００１１】
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に 平行に設けてなる邪魔板 設置した



　本発明の廃水処理装置においては、散気管１４と廃泥堆積部１５との間に 廃
泥の舞い上がり防止用の 鉛直方向 多数の間隙を 邪
魔板１６を ことを必須とする。本発明の廃水処理装置における設置状態の邪魔板
の例を図３（ａ）～（ｄ）に示す。図３（ａ）は、平板を鉛直方向に複数平行に 配
設し、平板間に間隙を設けた邪魔板、図３（ｂ）は、平板を鉛直方向に複数縦横平行に

配設し、格子状間隙を設けた邪魔板、図３（ｃ）は、 鉛直
方向にハニカム構造の間隙を設けた邪魔板、図３（ｄ）は、円筒を鉛直方向に複数
配設し、円筒状間隙を設けた邪魔板を設置したものである。これら邪魔板は、プスチック
スや金属等で構成される。
【００１２】
本発明の廃水処理装置に設ける邪魔板は、廃水処理の進行に伴って生じた廃泥を邪魔板の
間隙を通してスムースに廃水処理槽の底部の廃泥堆積部に沈降させ、かつ散気管によって
起こされる廃水の対流による廃泥堆積部に及ぼす影響を阻止して不都合な廃泥の舞い上が
りを防止する。また本発明の廃水処理装置においては、邪魔板上に廃泥が溜まることもな
い。
【００１３】
【実施例】
本発明の廃水処理装置の一例を図１に示し、また、本発明の廃水処理装置における邪魔板
の設置の例を図３（ａ）～（ｄ）に示した。
【００１４】
【発明の効果】
本発明の廃水処理装置は、廃泥堆積部に堆積した廃泥が散気管によって起こされる廃水の
対流によっては何等影響されず、不都合な廃泥の舞い上がりを防止したものであり、また
、従来の廃水処理装置におけるような邪魔板に溜まる廃泥除去のための廃水処理装置の運
転を中断することなく、長期にわたって安定に連続運転を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の廃水処理装置の一例の概略を示す断面図である。
【図２】従来の廃水処理装置の一例の概略を示す断面図である。
【図３】本発明の廃水処理装置における設置状態の邪魔板の例（ａ）～（ｄ）を示す一部
切り欠きの斜視図である。
【符号の説明】
１１　廃水導入管
１２　廃水処理槽
１３　濾過膜モジュール
１４　散気管
１５　廃泥堆積部
１６　鉛直方向の多数の間隙を有する邪魔板
２１　廃水導入管
２２　廃水処理槽
２３　濾過膜モジュール
２４　散気管
２５　廃泥堆積部
２７　傾斜型邪魔板を表す。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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